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随意契約の理由

　現在設置の自動改札機は老朽化が進んでおり、その更新を行うものである。購入する自動改札機は、ハードウェア、
ソフトウェア共に製造メーカーである本請負人が独自に設計、製作したものであり、運用する際は改札機監視盤に接続
して使用している。
　改札機監視盤とは複数の伝送ラインで自動改札機と接続され、改札機の制御や、各種データの送受信を行っている
機器であり、自動改札機の運用に欠かすことはできないものである。
　現在使用している既設の改札機監視盤も自動改札機同様、ハードウェア、ソフトウェア共に本請負人が独自に設計、
製作したものであり、内蔵されているソフトウェアがどのように自動改札機とデータのやり取りしているかを把握している
のは本請負人のみである。
　自動改札機の運用に当たっては既設の改札機監視盤に接続して用いなければならないことから、自動改札機が改札
機監視盤へ接続するためのソフトウェアを保有し、その仕組みを熟知している本請負人でなければ、購入する自動改札
機に改札機監視盤へ接続するためのソフトウェアを内蔵させることができず、自動改札機の設置を行うことはできない。
したがって、本業務を履行できるのは本請負人のみである。

自動改札装置更新
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